
 

 

令和 7年（2025年）4月 30日 

 

 

 

（１）日程 

第 1回 5月 10日（土）～  7月 31日（木）  

    第 2回 9月  1日（月）～ 11月 30日（日）（予定） 

 

（２）対象公園（申し込み先） 

５公園 

中央区：八王寺中央公園（中央区土木センター維持課：096-355-2940） 

     東 区：水前寺江津湖公園（東区土木センター維持課：096-367-5509） 

     西 区：石神山公園（西区土木センター維持課：096-355-4578） 

     南 区：平成中央公園（南区土木センター維持課：096-357-4878） 

     北 区：八景水谷公園（北区土木センター維持課：096-245-5504） 

     ※申し込みについては各区土木センターにおいて受け付けます。 

 

（３）その他 

飲食スペース（テーブル 1台・イス 2脚の最低 1セット以上）の設置を許可条件とし、 

   公園占用料 1日あたり 110円/㎡を実面積（車両面積とテーブル等の実面積）で徴収します。 

 

【お問い合わせ先】 

都市建設局 森の都推進部 みどり政策課 

電話：096-328-2523 

課 長：吉田 香織（よしだ かおり） 

副課長：神﨑 陽介（かみざき ようすけ） 

Kumamoto City  

News Release 

公園におけるキッチンカー出店の実証実験について 

公園におけるキッチンカー出店については、これまでイベントの開催に併せ許可してきました。 

この度、公園の質の向上や利用者の利便性の向上を目的として、キッチンカー単独での出店を許可

する実証実験の占用申し込みを開始しますので、下記のとおりお知らせします。 


